
一般競争入札実施要領 

 
（趣旨） 

第１条 この要領は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」と

いう。）第１６７条の５の規定に基づき，市が発注する建設工事等（建設工事（建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下こ

の条において同じ。）及び建設工事に係る委託業務（建設工事の設計，測量又は地質

調査その他建設工事に関する調査等の委託業務をいう。）をいう。以下同じ。）の入札，

契約における透明性，競争性及び公正性を確保するため，一般競争入札を実施するに

当たって必要な事項を定めるものとする。 

（対象建設工事等） 

第２条 市長は，本市が発注する建設工事等のうち，次の案件について一般競争入札に

付するものとする。ただし，市長が一般競争入札以外の方法によることが適当と認め

るときは，この限りでない。 

（１）設計金額１，０００万円以上の建設工事 

（２）設計金額１，０００万円以上の建設工事に係る委託業務 

（３）その他市長が必要と認める案件 

（入札の方法） 

第３条 一般競争入札は，松山市電子入札運用基準に定める電子入札をもって行うもの

とする。ただし，市長が必要と認める場合は，この限りでない。 

（入札の公告） 

第４条 市長は，第２条の規定により一般競争入札に付する場合は，当該入札に関する

公告内容を入札情報公開システム及び契約課において公表するものとする。 

（入札参加資格） 

第５条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者は，一般競争入札に参加できな

いものとする。 

（１）施行令第１６７条の４第１項及び第２項に規定する者 

（２）市が発注する建設工事等ごとに，松山市建設工事等に係る契約事務取扱要綱（平

成２０年要綱第３４号）第５条に基づき定める要件を満たしていない者 

（入札の申込み） 

第６条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。)は，入札

参加資格審査申請書(第１号様式又は第１号様式の２)に，入札資格要件を有すること

を証する資料（第２号様式，第３号様式，第３号様式の２, 第３号様式の３その他の

書類のうち市長が指定する書類）を添付し，公告に定める期日までに入札参加の申込

みをしなければならない。 

２ 総合評価競争入札による入札の申込みについては，別に定めるものとする。 

（入札参加資格要件の審査及び通知） 

第７条 市長は，前条の規定による当該入札における参加資格の有無の審査を入札執行

後に行うものとする。ただし，市長が認める場合は，この限りでない。 



２ 前項の規定により当該入札における入札参加資格審査を行った場合は，その結果を

入札参加者に通知するものとする。 

（開札） 

第８条 開札を行う日時及び場所は，案件ごとに公告するものとする。 

（入札の執行延期等） 

第９条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は，入札を延期，中止又は取

り消すものとする。この場合において，入札参加者が損失を受けても，市は賠償の責

めを負わない。 

（１）天災その他，止むを得ない理由がある場合 

（２）不正の行為が認められる等明らかに競争の実効性がないと認められる場合 

（３）入札参加者が２者未満の場合。ただし，市長が認める場合は，この限りでない。 

（４）入札参加資格の無い者及び入札参加申請において虚偽の申請を行った者が入札 

を行った場合 

（５）入札時点において入札参加資格を失っている者が入札を行った場合 

（落札者の決定） 

第１０条 落札決定は，次に掲げる方法により行うものとする。 

（１）設計金額５，０００万円以上の建設工事の案件については，松山市低入札価格

調査実施要領（平成１８年４月１日制定）に基づき落札者を決定するものとする。 

（２）設計金額５，０００万円未満の建設工事及び建設工事に係る委託業務の案件に

ついては，予定価格の制限の範囲内で，最低制限価格以上の価格をもって入札を

した者のうち最低の価格をもって入札をした者とする。ただし，市長が特に認め

た場合は，この限りでない。 

２ 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は，くじにより落札者を

決定するものとする。 

３ 総合評価競争入札による落札者の決定については，別に定めるものとする。 

（設計図書等に対する質問及び回答） 

第１１条 設計図書等に対する質問及び回答は，次のとおりとする。 

（１）設計図書等に対する質問は，質疑応答書（第５号様式）を公告の際に定める方

法により契約課に提出するものとする。 

（２）回答は，入札情報公開システムに公表するものとする。 

（配置技術者の通知） 

第１２条 入札参加申請時に２名の配置予定技術者を申請した落札者は，配置技術者通

知書（第６号様式）を落札決定日の翌日（松山市の休日を定める条例（平成３年条

例第２４号）第１条第１項に規定する市の機関の休日（以下「休日」という。）を

含まない。）の１７時までに契約課に提出しなければならない。ただし，議会の議決

に付すべき契約にかかる案件については，議会の議決を経て本契約となる日（以下「本

契約日」という。）の１７時までとし，工期に余裕期間を設定する工事については，

工事開始日の前日（休日を含まない。）の１７時までとする。 

（その他） 

第１３条 入札に関しその他の事項は，次の各号に掲げるとおりとする。 



（１）入札案件についての現場説明会は，行わないものとする。 

（２）提出書類（以下「資料等」という。）について，市長は，特に必要があると認

めた場合は，説明を求めることができる。 

（３）資料等に係る費用は，入札参加者の負担とし，提出後の資料等は返却しない。 

（４）市長は，当該資料等を無断で他の用途に使用しないものとする。 

（５）入札参加者は，設計図書等を熟読し入札すること。 

（６）この要領に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

  

 

    付 則 

  この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 

 付 則 

  この要領は，平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２６年７月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２７年５月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 

    付 則 

  この要領は，平成３１年４月１日から施行する。 

    付 則 

  この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

    付 則 



  この要領は，公布の日から施行する。 

    付 則 

  この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和３年７月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和５年１月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和７年２月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和７年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 



（第１号様式） 

 

 

入札参加資格審査申請書 

(一般競争入札：単体用) 

 

    年    月    日 

 

 

（提出先）松山市長 

 

 

                        申請者 

 

                        所 在 地 

                          

                        商号又は名称 

 

                        代表者職氏名                             印 

 

                        電 話 番 号                            

 

                        業 者 番 号                            

 

 

      年  月  日付で入札公告のありました               の

入札に参加する資格について，次の資料を添えて申請します。 

  なお，当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でな

いこと並びに添付書類の内容については，事実と相違ないことを誓約いたします。 



（第１号様式の２） 

 

特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

(一般競争入札：JV 用) 

 

    年    月    日 

 

（提出先）松山市長 

 

  共同企業体の事務所の所在地                           

  共 同 企 業 体 の 名 称                                                            

                                  特定建設工事共同企業体 

   

 構 成 員   所 在 地 

 （代表者）  商号又は名称 

             代表者職氏名                                              印  

       電 話 番 号                                

  構 成 員   所 在 地 

             商号又は名称 

             代表者職氏名                                              印 

       電 話 番 号                                

 

     年  月  日付で入札公告のありました                  

          の入札に参加いたしたく，今般連帯責任によって請負工事の共同施工

を行うため                                                                   

を代表者とする                        特定建設工事共同企業体を結成いたし

ましたので，参加資格について次の資料を添えて申請します。 

  なお，この申請書及び添付書類の内容については，事実と相違ないことを誓約いたします。 

  また，次の権限を，                              特

定建設工事共同企業体代表者に委任します。 

（ア）工事の入札及び見積に関する一切の権限 

（イ）工事請負契約に関する一切の権限 

（ウ）工事請負代金及び前払金並びに部分払の請求・受領に関する一切の権限 

（エ）上記権限の範囲内において，復代理人を選任する権限 

（オ）その他工事の施工に関し，諸届及び諸報告の提出に関する一切の権限 



共同企業体の構成員 

 

区分 商号又は名称 許可番号 許可年月日 許可業種 
出資割合 

（%） 

代表者 

   

   

 

構成員 

   

   

 

 

 

１． 工事の入札，見積，請負契約及び契約に基づく行為に使用する印鑑 

 

印    鑑 

 

 



（第２号様式） 

入 札 参 加 資 格 審 査 資 料                 

（施 工 ・ 履 行 実 績） 

 

                                    商号又は名称：                           

 

施 

工 

・ 

履 

行 

実 

績 

件 名  

発注機関名  

履 行 場 所  

請負代金額 （最終金額） 

工   期 

（委託期間） 
年  月        ～      年  月 

受注形態等 「単体」又は「共同企業体」（出資比率 ％） 

工事・業務概要等  

 

【記載上の注意】 

１．受注形態等については，「単体」，「共同企業体」のいずれかを選択し，共同企業体の場合は出資比率を記入すること。 

２．施工・履行実績を証明する書類は，入札公告及び松山市建設工事等入札参加者心得などをよく確認し添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第３号様式） 

入 札 参 加 資 格 審 査 資 料 （工 事） 

（配置予定技術者の資格・施工実績） 

 

                                    商号又は名称：                            

配置予定技術者の資格 

配置予定技術者氏名  

従事予定の役職 
（該当する□に印をすること） □監理技術者  □主任技術者  □監理技術者補佐 

専任配置の特例 
（該当する□に印をすること） 

□有              □無  

（□法第２６条第３項第１号該当（専任特例１号）） 

（□法第２６条第３項第２号該当（専任特例２号）） 

（□建設業法施行令第２７条第２項該当（特例措置）） 

法令等による資格・免許  

営業所技術者等との兼任 
（該当する□に印をすること） 

□有（□法第２６条の５該当）  □無  

雇 用 状 況  □公告日以前より継続雇用している 

現在従事中の工事 
（該当する□に印をすること） 

□有              □無  
（有の場合は、下記に従事工事件名と従事役職名を記入すること） 

従事工事件名  

従 事 役 職 名 
（該当する□に印をすること） 

□現場代理人   □主任技術者   □監理技術者 

 

配置予定技術者の施工実績 
（以下は，配置予定技術者の要件として公告文で施工実績が求められている場合のみ記入してください。） 

件 名  

発注機関名  請負代金額  

履 行 場 所  従事役職名  

工   期             年  月        ～       年  月 

工事概要等  

【記載上の注意】 

１．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条第３項第１号に規定する監理技術者等に該当する場合は，専任

配置の特例の項の「□有」及び「□法第２６条第３項第１号該当（専任特例１号）」の両方に印をすること。 

２．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条第３項第２号に規定する監理技術者に該当する場合は，専任配

置の特例の項の「□有」及び「□法第２６条第３項第２号該当（専任特例２号）」の両方に印をすること。この場合，

同号の規定により配置を予定する監理技術者補佐についても第３号様式（専任配置の特例の項の印は不要）を作成す

ること。 

３．本工事における配置予定技術者が建設業法施行令第２７条第２項に規定する主任技術者に該当する場合は，専任配

置の特例の項の「□有」及び「□建設業法施行令第２７条第２項該当（特例措置）」の両方に印をすること。 

４．法令による免許等については，当該資格を証する書類（写し）を添付すること。また，監理技術者にあっては，監

理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

 



５．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条の５に規定する営業所技術者等に該当する場合は，営業所技術

者等との兼任の項の「□有」及び「□法第２６条の５該当」の両方に印をすること。 

６．監理技術者資格者証の写し等の継続雇用が確認できる書類を添付すること。ただし，請負予定金額４，５００万円

（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上の場合及び監理技術者補佐については，公告日以前に３箇月以上の雇

用関係があること。 

７．配置予定技術者を２名申請する場合は，申請する配置予定技術者ごとに第３号様式を作成し，証明書類を添付する

こと。また，その場合落札者は，落札決定日の翌日（当該日が閉庁日にあたる場合は，翌開庁日）１７時までに配置

技術者通知書（第６号様式）を契約課に提出すること。ただし，議会の議決に付すべき契約に係る案件及び工期に余

裕期間を設定する工事については別に定める期限までに提出すること。 

８．工場製作を含む工事で，工場製作期間と現場据付期間に別々の技術者を配置予定とする場合は，申請する配置予定

技術者ごとに第３号様式を作成し，証明書類を添付すること。 

９．入札参加申請時に提出した配置予定技術者の変更は，原則として認めない。 

10．施工実績を証明する書類及び配置予定技術者に関する書類は，入札公告及び松山市建設工事等入札参加者心得など 

をよく確認し添付すること。 

11．施工実績については，他の会社などで従事していた経験を含む。 



（第３号様式の２） 

入 札 参 加 資 格 審 査 資 料 （委 託 業 務） 

（配置予定技術者の資格・履行実績） 

 

                                    商号又は名称：                            

配置予定技術者の資格 

配置予定技術者氏名  

従事予定の役職 
（該当する□に印をすること） 

□管理技術者  □照査技術者 

法令等による資格・免許 

名称 

（                ） 

取得日 

（  年  月  日） 

登録番号 

（                ） 

雇 用 状 況 等 
 雇用した年月日 

（  年  月  日） 

 

 

配置予定技術者の履行実績 
（以下は，配置予定技術者の要件として公告文で履行実績が求められている場合のみ記入してくださ

い。） 

件 名  

発注機関名  請負代金額  

履行場所  従事役職名  

履行期間           年  月        ～       年  月 

業務概要等  

【記載上の注意】 

１．法令による免許については，当該資格を証する書類（写し）を添付すること。 

２．継続雇用が確認できる書類を添付すること。 

３．配置予定技術者を２名申請する場合は，申請する配置予定技術者ごとに第３号様式を作成し，証明書類を添付する

こと。また，その場合落札者は，落札決定日の翌日１７時までに配置技術者通知書（第６号様式）を契約課に提出す

ること。（当該日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで） 

４．入札参加申請時に提出した配置予定技術者の変更は、原則として認めない。 

５．配置予定技術者に関する書類は，入札公告及び松山市建設工事等入札参加者心得などをよく確認し添付すること。 

６．履行実績については，他の会社などで従事していた経験を含む。 

 

 

 

 

 



（第３号様式の３） 

入 札 参 加 資 格 審 査 資 料 

（配管工） 

                                    商号又は名称：                                

配管工の資格 

配管工氏名  

資格等 

□松山市公営企業局技能資格者（耐震継手資格を有する１級配管工）  

□公益社団法人日本水道協会の配水管技能者名簿に登録されている 

耐震継手配水管技能者 

※該当工事のみ 

□配水用ポリエチレンパイプシステム協会の講習会受講者 

営業所技術者等 

との兼任 
□有       □無 

雇 用 状 況 □公告日以前より継続雇用している 

現在従事中の工事 
□有       □無  
（有の場合は，下記に従事工事件名と配置要件の確認を記入すること） 

従事工事件名  

配置要件の確認 
□配管工の配置要件を満たしている。 

（現場代理人，主任技術者，監理技術者及び監理技術者補佐として配置がないこと など） 

 

【配管工の配置要件】 

１．「配管工」は，次の要件を全て満たす者を専任で配置すること。 

ただし，当初請負金額4,500万円未満の水道管工事（松山市公営企業局発注案件）については，2工事ま

で兼務できる。 

ア 個別事項の表中「資格等（配管工）」に掲げる要件を全て満たす者であること。 

     イ 個別事項の表中「資格等（配管工）」に掲げる資格等を証する書類を添付すること。 

      ・松山市公営企業局技能資格者・・・技能資格者証の写し（両面） 

      ・公益社団法人日本水道協会の配水管技能者名簿に登録されている耐震継手配水管技能者 

                 ・・・公益社団法人日本水道協会配水管技能者登録証の写し 

      ・配水用ポリエチレンパイプシステム協会の講習会受講者 

                 ・・・配水用ポリエチレンパイプシステム協会の講習会受講証の写し 

     ウ 公告日以前に申請者と恒常的な雇用関係にある者であること。 

２． 「配管工」は，同一工事・他工事を問わず次の技術者等とは兼務を認めない。 

 ・現場代理人 

 ・主任技術者 

 ・監理技術者 

 ・監理技術者補佐 

３． 「営業所技術者等（旧：営業所の専任技術者）」は，当初請負金額 4,500 万円未満の水道管工事（松

山市公営企業局発注案件）についてのみ，「配管工」として配置できる。また，2 工事まで「配管工」

の兼務を認める。 

 

【兼務のための手続き】 

落札決定後，契約日までに別紙様式「配管工兼務届」を松山市総務部契約課に提出してください。 

 

【配管工の配置解除の手続き】 

配管工事が終了したら，配管工の配置解除の届出を行い，工事担当課で確認を受けることで配管工の配置

を解除できます。 

別紙様式「配管工の配置解除について（届出）」を工事担当課の監督員に提出してください。 



 

（第４号様式） 

 

工 事 費 内 訳 書 

 
 【件 名】 

        

 

    所 在 地：                

商号又は名称：                

    代表者職氏名：              ◯印

※電子入札の場合は提出不要 



（第５号様式） 

 

 

質 疑 応 答 書             
 

                                                        年   月   日 

 

  

 

                         所 在 地 

                         商号又は名称 

                         代表者職氏名 

                         T E L 

             F A X 

 

  このことについて，下記のとおり質問します。 

（件  名） 

  質問事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  回    答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第６号様式） 

 

  年  月  日 

 

配置技術者通知書 

（配置予定技術者を 2 名申請している場合） 

 

                                    所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

件  名  

開札日時   年  月  日      時  分 

落札決定日   年  月  日 

 

（配置技術者） 

氏   名 
 

 

（注） 

１．配置予定技術者を１名で申請している場合は，提出の必要はありません。 

２．落札者は，落札決定日の翌日１７時までに本通知書を契約課に提出してください。（当該日が閉庁日に

あたる場合は翌開庁日まで）ただし，議会の議決に付すべき契約にかかる案件及び工期に余裕期間を設

定する工事については別に定める期限までに提出すること。 

 

３．提出方法は，オンライン申請，持参又は FAX で通知してください。 

 

  提出先 松山市総務部契約課 工事担当      TEL ０８９－９４８－６４５４ 

FAX ０８９－９３４－１７６７ 

 

 

 

 



（第７号様式）  

入札参加資格確認資料 

 

                商号又は名称：               

 

 
 

民事再生手続開始又は会社更生手続

開始の申立ての有無 

 

該当する□に印を付する 

こと。(以下同じ) 

□民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立て

がなされている。 

 

□上記に該当するが、再生計画認可又は更生計画認

可の決定を受けている。 

 

□いずれの申立てもなされていない。 

本案件の入札に参加しようとする者

との間の資本関係又は人的関係の 

有無 

□あり  ※「あり」の場合は、「資本関係及び人的関係に

係る状況届」 

（第８号様式）を併せて提出すること 

□なし 

 

社会保険等の 

 

届出義務の履行状況 

 

（「届出義務なし」の場合は、第９号

様式を併せて提出すること） 

 

健康保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

厚生年金保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

雇用保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

暴力団員等との関係状況 

□松山市暴力団排除条例に定める暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）である。 

□暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない

者である。 

□暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から５

年を経過しない者が事業活動を支配する者であ

る。 

□上記のいずれにも該当しない。 



（第８号様式）                                                      

資本関係及び人的関係に係る状況届 

年  月  日  

 

 

  商号又は名称：                 

 

 申請日現在、当社と他の松山市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は、次の

とおり相違ありません。 

 

１ 資本関係に係る事項   

(1) 会社法第２条第４号の親会社 

 

(2) 会社法第２条第３号の子会社 

 

(3) 会社法第２条第４号の親会社を同一とする子会社の関係を有する会社 

 

２ 人的関係に係る事項   

 

（注）「２ 人的関係に係る事項」については、役員及び民事再生法第 64 条第２項又は会

社更生法第 67条第１項の規定により選任された管財人について記入すること。        

 

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

他社と兼任している役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 許可番号 役職 

     

     



（第９号様式） 

年  月  日  

社会保険等の適用除外に係る誓約書 

 

 

 

                                            所  在  地： 

商号又は名称：            

代表者職氏名：         印  

 

 当社は、下記の届出の義務を有する者には該当しません。 

・健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

・厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

・雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

この誓約の内容に虚偽があり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る 

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

（健康保険・厚生年金保険） 

 □従業員５人未満の個人事業所であるため。 

 □従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

 □その他の理由 

 

 

 

 （その他の理由を選択した場合） 

      年  月  日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問い合わせを行い判

断しました。 

 

 

（雇用保険） 

 □役員のみの法人であるため 

 □その他の理由 

 

 

 

 （その他の理由を選択した場合） 

      年  月  日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問い合わせを行

い判断しました。 

 

（注） 本様式（第９号様式）については、社会保険等の届出の義務を有しない者であっ

て、直近の経営事項審査結果通知書の写し等、適用除外であることが確認できる資料

を提出することができない場合に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 


